
 
 

 
 

 
  
 

有期契約労働者、又は派遣労働者を直接雇用する制度を規定し、実際に 

正規雇用等転換した場合受給できます。 

 

 

 

 

☑ 雇用保険に加入している事業所 

☑ 社会保険に加入している事業所（加入義務がある場合） 

☑ 就業規則等に有期契約労働者又は派遣労働者を直接雇用する制度を新たに 

規定し労働基準監督署に届出する事業所 

☑ 正規雇用等への転換日前までにキャリアアップ計画を作成し届け出する事業所 

☑ 転換日前後６ヶ月以内に事業主都合により解雇等をしたことがない事業所 
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≪１年度１事業所あたり１５人まで≫ 
◎ 対象労働者に｢母子家庭の母等または父子家庭の父の場合｣ 

１人あたり①１０万円、②５万円、③５万円を加算します 
派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合 

 
１人あたり     万円を加算します 

助 成 額 
① 有期雇用→正規雇用 

万円(４０万円) 

② 有期雇用→無期雇用 

万円(１５万円) 

③ 無期雇用→正規雇用 

万円(２５万円) 

※カッコ内は大企業 


